
地表面粗度区分について

　建築基準法施行令第８７条第２項のＥの数値は、平成１２年建設省告示第１４５４号に基づき、以下の式で算出します。

　　Ｅ＝Ｅｒ２×Ｇｆ　（Ｅｒ：平均風速の高さ方向の分布を表す係数　　Ｇｆ：ガスト影響係数）

　係数Ｅｒ、Ｇｆを算出する際には、地表面粗度区分が必要です。地表面粗度区分は、Ⅰ～Ⅳの４区分に分類されています。

海岸線・湖岸線からの距離、建築物の高さ等により適用が分かれています。

　地表面粗度区分Ⅰ、Ⅱ及びⅣにおける「特定行政庁が規則で定める区域」は、熊本県では定めていません。

そのため、熊本県の地表面粗度区分は、下表のとおりとなります。

　※熊本市・八代市・天草市の地表面粗度区分については、各市にお問い合わせください。

　なお、熊本県内における係数Ｅｒ、Ｇｆの数値は、それぞれ以下のとおりです。

Ｅｒについて　　　　　　　　　（Ｈ：建築物の高さと軒の高さとの平均（単位：ｍ））

地表面粗度区分 Ｚｂ（ｍ） ＺＧ（ｍ） α

Ⅱ 5 350 0.15 Ｅｒ＝１．７（Ｚｂ/ＺＧ）
α＝ 0.90

Ⅲ 5 450 0.20 Ｅｒ＝１．７（Ｚｂ/ＺＧ）
α
＝ 0.69

Ⅱ 5 350 0.15 Ｅｒ＝１．７（Ｈ/ＺＧ）
α＝ １．７（Ｈ/３５０）０．１５

Ⅲ 5 450 0.20 Ｅｒ＝１．７（Ｈ/ＺＧ）
α＝ １．７（Ｈ/４５０）０．２０

Ｇｆについて　　　　　　　　　（Ｈ：建築物の高さと軒の高さとの平均（単位：ｍ））

地表面粗度区分 Ｈ≦１０の場合 ４０≦Ｈの場合

Ⅱ 2.2 2.0

Ⅲ 2.5 2.1

＝－Ｈ/１５０＋３４/１５

＝－Ｈ/７５＋７９/３０

Ｈ≦Ｚｂのとき

Ｈ＞Ｚｂのとき

Ｅｒ

１０＜Ｈ＜４０の場合


